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項目 概　　　　　　　　　　要

項目 概　　　　　　　　　　要

　(業務改善への取組状況）

（課題等の状況）

道州制に関する国民の議論の喚起 －

施策名

施策の概要

　第２８次地方制度調査会において審議項目とされた「道州制のあり方」、「大都市制度のあ
り方」、「地方の自主性・自律性の拡大のあり方」、「議会のあり方」等について、審議状況と
歩調を合わせ調査研究を進め、同調査会に対して適時適切に情報提供を行うこととする。
　また、同調査会での審議及び答申を踏まえ、制度改正等を検討する。

自治行政局
行政課

（施策18）　分権型社会に対応した地方制度のあり方の検討 担当部局名

主な指標の状況

本施策に関する
専門家の意見等

18年度

○
主な指標等

第２８次地方制度調査会に対し適時適切に情報提供を行ったところであり、平成17年12月9日には同調査会から「地方の自主
性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」が内閣総理大臣に提出された。その結果、この答申や「構造改革特区
の第５次提案に対する政府の対応方針」（平成16年9月10日本部決定）及び「構造改革特区に関する有識者会議の意見に対す
る政府の対応方針」（平成17年10月21日本部決定）等を踏まえ、地方公共団体の自主性・自立性の拡大、地方議会制度の見直
し、大都市制度の見直しを内容とする地方自治法の一部を改正する法律案を平成18年3月7日に国会に提出したところである。
（内容）
○地方の自主性・自律性の拡大を図るための措置
・出納長及び収入役制度の廃止等：出納長及び収入役を廃止し、副知事・副市町村長に一元化する。
・監査の充実：識見を有する者から選任する監査委員の数について、条例で増加できることとする。
・財務に関する制度の見直し：クレジットカードによる使用料等の納付、有価証券の信託、行政財産である建物の一部貸付等を
可能とする。
・地方公共団体の連合組織への情報の提供：地方公共団体に新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をし
ようとする場合、各大臣から地方公共団体の連合組織（地方六団体）にその内容となるべき事項を知らせる措置を講ずる。
○議会制度の見直し
・議長への臨時会の招集請求権の付与：議長は、議会運営委員会の議決を経て、長に対し臨時会の招集を請求することができ
ることとする。
・専決処分の要件の明確化
・委員会制度の見直し：議員の複数常任委員会への所属制限の廃止する。
　　　　　　　　　　　　　　　委員会の委員につき、閉会中でも、議長が指名することによって選任ができることとする。
　　　　　　　　　　　　　　　委員会の議案提出権を認める。
・専門的知見の活用：学識経験者等の知見を活用し、政策立案機能を強化する。
○中核市制度の見直し
・中核市（人口３０万以上）の指定に係る面積要件（人口５０万未満の場合、面積１００平方キロメートル以上）を廃止する。

地方自治法の
改正等

特になし

本施策に関する
課題等の状況

第２８次地方制度調査会からの「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり
方に関する答申」を踏まえた地方自治法の一部を改正する法律案が成立するよう
取り組んでいく。
また、「道州制のあり方に関する答申」を踏まえ、道州制の議論に関する国民の議
論を喚起するため、各種政府刊行物・リーフレットなどによる広報や、タウンミーティ
ング（内閣府主催）の開催に関する協力等を行っていく必要がある。

○第２８次地方制度調査会（平成１５年度は総会１回、専門小委員会　１回開催）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１６年度は総会２回、専門小委員会１７回開催）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１７年度は総会２回、専門小委員会１９回開催）
　本政策の今後の課題を検討し、評価に反映するに当たって、上記調査会での審議及び意見を参考
とした。
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地方自治法の改正等 平成18年度

道州制に関す
る議論の喚起

また、その後同調査会から提出された「道州制のあり方に関する答申」（平成18年2月28日）を踏まえ、道州制の検討に関する国
民の議論を喚起するため、広報広聴活動を行うこととし、総務省のホームページ上に「道州制」のコーナーを開設した。

主な指標等

地方公共団体の自主性・自立性の拡大、地方議会制度の見直し、大都市制度の見
直しを内容とする「地方自治法の一部を改正する法律案」を平成18年3月7日に国会
に提出した。

第２８次地方制度調査会の「道州制のあり方に関する答申」（平成18年2月28日）を踏
まえ、道州制の導入に関する国民の議論を喚起するため、広報広聴活動を行うこと
とし、総務省のホームページ上に「道州制」のコーナーを開設した。

目標年度
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○地方の自律性・自主性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申（平成１７年１２月９日第２８次
地方制度調査会）
http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/No28_tousin_051209.pdf
○構造改革特区の第５次提案に対する政府の対応方針（平成１６年９月１０日構造改革特別区域推
進本部）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/dai7/7siryou0.pdf
○構造改革特区に関する有識者会議の意見に対する政府の対応方針（平成17年10月21日本部決
定）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/housin.pdf
○道州制のあり方に関する答申（平成１８年２月２８日第２８次地方制度調査会）
http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/No28_tousin_060228.pdf
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